
 令和２年９月１５日 

～美ら島の未来を拓く～ 

沖 縄 総 合 事 務 局  

  内 閣 府 

「不正改造車を排除する運動」の強化月間（１０月） 

～不正改造は犯罪です！～ 
 

不正改造車は安全を脅かし、道路交通の秩序を乱すとともに、大気汚染や騒音など環境悪化の

原因となることから、沖縄総合事務局では、１０月 1 日から３１日までの１か月間を「不正改造

車を排除する運動」の強化月間とし、警察や関係機関と連携した街頭検査の実施、自動車ユーザ

ーへの啓発活動など、不正改造車の排除に向けた取組みを強化します。 

また、車検時には基準に適合していても、車検後に基準不適合の自動車部品の取付けや取外し

が違法であるとの認識がないままに、不正改造を行うユーザーや事業者も見受けられます。不正

改造車を排除するため、警察をはじめ関係機関と連携し、下記の取り組みを実施します。 

なお、不正改造車の使用者には整備命令が発令され、不正改造を実施した者には６ヵ月以下の

懲役又は３０万円以下の罰金が科せられます。 

 

記 

 

● 不正改造車を「しない」「させない」ための啓発活動 

ユーザーや販売店等に対して、ポスターの掲示及びチラシ（別添）の配布などを行い、不正改造の

抑止を図ります。 

 

● 不正改造車の情報収集 

相談窓口として、「不正改造車・黒煙１１０番」を設置し、寄せられた情報をもとに、不正改造車・

迷惑黒煙車等のユーザーに対して不正改造箇所の改善・報告を求めるハガキを送付し、不正改造に関

する認識の向上と排除に向け活用します。 

 

● 街頭検査の実施 

違法マフラーの装着や車体外にはみ出すタイヤの装着などの不正改造車を公道から排除するため、

警察機関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会等と連携した街頭検査を実施し、

違反車両に対して整備命令を発令し、厳正に対処します。 

 
  不正改造車・迷惑黒煙車を確認したら、下記まで情報をお寄せ下さい。 

「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口」  

（沖縄総合事務局運輸部車両安全課  ０９８－８６６－１８３７） 

（沖縄総合事務局陸運事務所整備部門  ０９８－８７５－０３００） 

 

携帯・スマートフォンの方はこちらから 不正改造車・迷惑黒煙１１０番 

 

 

 

【問い合わせ先】 

内閣府沖縄総合事務局運輸部車両安全課 天願 稲嶺 

   ℡ 098-866-0031（内線 85449） 










